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寒 川町 国民 健康保 険条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(保 健事業 ) (保 健事業 ) 

第 9条  こ の 町 は 、 法 第 7 2条 の 4に 規 定 す

る 特 定 健 康 診 査 等 を 行 う も の と す る ほ

か 、こ れら の事業 以外 の事 業で あつて、

被 保 険 者 の 健 康 の 保 持 増 進 の た め に 次

に 掲げ る事 業を行 う。  

第 9条  こ の 町 は 、 法 第 7 2条 の 5に 規 定 す

る 特 定 健 康 診 査 等 を 行 う も の と す る ほ

か 、こ れら の事業 以外 の事 業で あつて、

被 保 険 者 の 健 康 の 保 持 増 進 の た め に 次

に 掲げ る事 業を行 う。  

(1)～ (4) （略）  (1)～ (4) （略）  

～ 略～  ～ 略～  

(退 職 被 保 険 者 等 に 係 る 基 礎 賦 課 額 の 世

帯 別平 等割 額の算 定 ) 

(退 職 被 保 険 者 等 に 係 る 基 礎 賦 課 額 の 世

帯 別平 等割 額の算 定 ) 

第 1 6条 の 5の 2  第 1 6条 の 2の 世 帯 別 平 等

割 額は、第 1号か ら第 3号 まで に掲 げる世

帯 の区 分に 応じ、そ れぞ れ第 1号 から 第 3

号 まで に定 める額 とす る。  

第 1 6条 の 5の 2  第 1 6条 の 2の 世 帯 別 平 等

割 額は、第 1号か ら第 3号 まで に掲 げる世

帯 の区 分に 応じ、そ れぞ れ第 1号 から 第 3

号 まで に定 める額 とす る。  

( 1 ) 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯  第 1 6条 第 1項 第 4号 ア に 定 め

る とこ ろに より算 定し た額  

( 1 ) 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯  第 1 6条 第 1項 第 3号 ア に 定 め

る とこ ろに より算 定し た額  

( 2 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他 の

被 保険 者が いない 場合 に限 る。) 第 1

6条 第 1項 第 4号 イ に 定 め る と こ ろ に よ

り 算定 した 額  

( 2 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他 の

被 保険 者が いない 場合 に限 る。) 第 1

6条 第 1項 第 3号 イ に 定 め る と こ ろ に よ

り 算定 した 額  

( 3 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

の 翌 月 か ら 特 定 月 以 後 8年 を 経 過 す る

月 ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他

の 被 保 険 者 が い な い 場 合 に 限 る 。 )  

第 1 6条 第 1項 第 4号 ウ に 定 め る と こ ろ

に より 算定 した額  

( 3 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

の 翌 月 か ら 特 定 月 以 後 8年 を 経 過 す る

月 ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他

の 被 保 険 者 が い な い 場 合 に 限 る 。 )  

第 1 6条 第 1項 第 3号 ウ に 定 め る と こ ろ

に より 算定 した額  

(基 礎賦課 限度 額 ) (基 礎賦課 限度 額 ) 

第 1 6条 の 6  第 1 3条 又 は 第 1 6条 の 2の 基 礎

賦 課 額 (一 般 被 保 険 者 と 退 職 被 保 険 者 等

が 同 一 の 世 帯 に 属 す る 場 合 に は 、 第 1 3

条 の 基 礎 賦 課 額 と 第 16条 の 2の 基 礎 賦 課

第 1 6条 の 6  第 1 3条 又 は 第 1 6条 の 2の 基 礎

賦 課 額 (一 般 被 保 険 者 と 退 職 被 保 険 者 等

が 同 一 の 世 帯 に 属 す る 場 合 に は 、 第 1 3

条 の 基 礎 賦 課 額 と 第 16条 の 2の 基 礎 賦 課
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額 と の 合 算 額 を い う 。 第 1 9条 及 び 第 2 0

条 第 1項 に お い て 同 じ 。 )は 、 580,000円

を 超え るこ とがで きな い。  

額 と の 合 算 額 を い う 。 第 1 9条 及 び 第 2 0

条 第 1項 に お い て 同 じ 。 )は 、 610,000円

を 超え るこ とがで きな い。  

～ 略～  ～ 略～  

(退 職 被 保 険 者 等 に 係 る 後 期 高 齢 者 支 援

金 等賦 課額 の世帯 別平 等割 額の 算定 ) 

(退 職 被 保 険 者 等 に 係 る 後 期 高 齢 者 支 援

金 等賦 課額 の世帯 別平 等割 額の 算定 ) 

第 1 6条 の 6の 1 1  第 1 6条 の 6の 7の 世 帯 別

平 等割 額は、第 1号から 第 3号ま でに 掲げ

る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 第 1号 か

ら 第 3号ま でに 定め る額 とす る。  

第 1 6条 の 6の 1 1  第 1 6条 の 6の 7の 世 帯 別

平 等割 額は、第 1号から 第 3号ま でに 掲げ

る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 第 1号 か

ら 第 3号ま でに 定め る額 とす る。  

( 1 ) 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯  第 1 6条 の 6の 6第 1項 第 4号 ア

に 定め ると ころに より 算定 した 額  

( 1 ) 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯  第 1 6条 の 6の 6第 1項 第 3号 ア

に 定め ると ころに より 算定 した 額  

( 2 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他 の

被 保険 者が いない 場合 に限 る。) 第 1

6条 の 6の 6第 1項 第 4号 イ に 定 め る と こ

ろ によ り算 定した 額  

( 2 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他 の

被 保険 者が いない 場合 に限 る。) 第 1

6条 の 6の 6第 1項 第 3号 イ に 定 め る と こ

ろ によ り算 定した 額  

( 3 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

の 翌 月 か ら 特 定 月 以 後 8年 を 経 過 す る

月 ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他

の 被 保 険 者 が い な い 場 合 に 限 る 。 )  

第 1 6条 の 6の 6第 1項 第 4号 ウ に 定 め る

と ころ によ り算定 した 額  

( 3 ) 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 退 職 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯

で あ つ て 特 定 月 以 後 5年 を 経 過 す る 月

の 翌 月 か ら 特 定 月 以 後 8年 を 経 過 す る

月 ま で の 間 に あ る も の (当 該 世 帯 に 他

の 被 保 険 者 が い な い 場 合 に 限 る 。 )  

第 1 6条 の 6の 6第 1項 第 3号 ウ に 定 め る

と ころ によ り算定 した 額  

～ 略～  ～ 略～  

(保 険料の 減額 ) (保 険料の 減額 ) 

第 2 0条  次 の 各 号 に 該 当 す る 納 付 義 務 者

に 対 し て 課 す る 保 険 料 の 賦 課 額 の う ち

基 礎 賦 課 額 は 、 第 1 3条 又 は 第 1 6条 の 2の

基 礎賦 課額 から、そ れぞ れ当 該各 号に定

め る 額 を 減 額 し て 得 た 額 (当 該 減 額 し て

得 た額 が 580,000円 を超 える 場合 には、5

80,000円 )とす る。  

第 2 0条  次 の 各 号 に 該 当 す る 納 付 義 務 者

に 対 し て 課 す る 保 険 料 の 賦 課 額 の う ち

基 礎 賦 課 額 は 、 第 1 3条 又 は 第 1 6条 の 2の

基 礎賦 課額 から、そ れぞ れ当 該各 号に定

め る 額 を 減 額 し て 得 た 額 (当 該 減 額 し て

得 た額 が 610,000円 を超 える 場合 には、6

10,000円 )とす る。  

(1) （略 ）  (1) （略 ）  

( 2 ) 前 号 に 規 定 す る 総 所 得 金 額 及 び 山

林 所 得 金 額 並 び に 他 の 所 得 と 区 分 し

て 計 算 さ れ る 所 得 の 金 額 の 合 算 額 が

( 2 ) 前 号 に 規 定 す る 総 所 得 金 額 及 び 山

林 所 得 金 額 並 び に 他 の 所 得 と 区 分 し

て 計 算 さ れ る 所 得 の 金 額 の 合 算 額 が
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地 方 税 法 第 3 1 4条 の 2第 2項 に 掲 げ る 金

額 に 2 75 , 0 00円 に 当 該 年 度 の 保 険 料 賦

課 期 日 (賦 課 期 日 後 に 保 険 料 の 納 付 義

務 が発 生し た場合 には 、その 発生 した

日 と す る 。 )現 在 に お い て 当 該 世 帯 に

属 す る 被 保 険 者 の 数 及 び 特 定 同 一 世

帯 所 属 者 の 数 の 合 計 数 を 乗 じ て 得 た

額 を 加 算 し た 金 額 を 超 え な い 世 帯 に

係 る 保 険 料 の 納 付 義 務 者 で あ つ て 前

号 に該 当す る者以 外の 者  

地 方 税 法 第 3 1 4条 の 2第 2項 に 掲 げ る 金

額 に 2 80 , 0 00円 に 当 該 年 度 の 保 険 料 賦

課 期 日 (賦 課 期 日 後 に 保 険 料 の 納 付 義

務 が発 生し た場合 には 、その 発生 した

日 と す る 。 )現 在 に お い て 当 該 世 帯 に

属 す る 被 保 険 者 の 数 及 び 特 定 同 一 世

帯 所 属 者 の 数 の 合 計 数 を 乗 じ て 得 た

額 を 加 算 し た 金 額 を 超 え な い 世 帯 に

係 る 保 険 料 の 納 付 義 務 者 で あ つ て 前

号 に該 当す る者以 外の 者  

ア に 掲 げ る 額 に 当 該 世 帯 に 属 す る 被

保 険 者 の う ち 当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課

額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 の 算 定 の 対 象

と さ れ る も の の 数 を 乗 じ て 得 た 額 と

イ に掲 げる 額とを 合算 した 額  

ア に 掲 げ る 額 に 当 該 世 帯 に 属 す る 被

保 険 者 の う ち 当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課

額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 の 算 定 の 対 象

と さ れ る も の の 数 を 乗 じ て 得 た 額 と

イ に掲 げる 額とを 合算 した 額  

ア  当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課 額 の 被 保

険 者 均 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 5を

乗 じて 得た 額  

ア  当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課 額 の 被 保

険 者 均 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 5を

乗 じて 得た 額  

イ  当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課 額 の 世 帯

別 平 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 5を 乗

じ て得 た額  

イ  当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課 額 の 世 帯

別 平 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 5を 乗

じ て得 た額  

( 3 )  第 1号 に 規 定 す る 総 所 得 金 額 及 び

山 林 所 得 金 額 並 び に 他 の 所 得 と 区 分

し て 計 算 さ れ る 所 得 の 金 額 の 合 算 額

が 地 方 税 法 第 31 4条 の 2第 2項 に 掲 げ る

金 額 に 5 0 0 ,0 0 0円 に 当 該 年 度 の 保 険 料

賦 課 期 日 (賦 課 期 日 後 に 保 険 料 の 納 付

義 務が 発生 した場 合に は、そ の発 生し

た 日 と す る 。 )現 在 に お い て 当 該 世 帯

に 属 す る 被 保 険 者 の 数 及 び 特 定 同 一

世 帯 所 属 者 の 数 の 合 計 数 を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算 し た 金 額 を 超 え な い 世 帯

に 係 る 保 険 料 の 納 付 義 務 者 で あ つ て

前 2号に該 当す る者 以外 の者  

( 3 )  第 1号 に 規 定 す る 総 所 得 金 額 及 び

山 林 所 得 金 額 並 び に 他 の 所 得 と 区 分

し て 計 算 さ れ る 所 得 の 金 額 の 合 算 額

が 地 方 税 法 第 31 4条 の 2第 2項 に 掲 げ る

金 額 に 5 1 0 ,0 0 0円 に 当 該 年 度 の 保 険 料

賦 課 期 日 (賦 課 期 日 後 に 保 険 料 の 納 付

義 務が 発生 した場 合に は、そ の発 生し

た 日 と す る 。 )現 在 に お い て 当 該 世 帯

に 属 す る 被 保 険 者 の 数 及 び 特 定 同 一

世 帯 所 属 者 の 数 の 合 計 数 を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算 し た 金 額 を 超 え な い 世 帯

に 係 る 保 険 料 の 納 付 義 務 者 で あ つ て

前 2号に該 当す る者 以外 の者  

ア に 掲 げる 額 に当 該世 帯 に 属す る被

保 険 者 のう ち 当該 年度 分 の 基礎 賦 課額

の 被 保 険者 均 等割 額の 算 定 の対 象 とさ

れ る も のの 数 を乗 じて 得 た 額と イ に掲

げ る額 とを 合算し た額  

ア に 掲 げ る 額 に 当 該 世 帯 に 属 す る 被

保 険 者 のう ち 当該 年度 分 の 基礎 賦 課額

の 被 保 険者 均 等割 額の 算 定 の対 象 とさ

れ る も のの 数 を乗 じて 得 た 額と イ に掲

げ る額 とを 合算し た額  

ア  当 該年 度 分の 基礎 賦 課 額の 被保

険 者 均 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 2を 乗

ア  当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課 額 の 被 保

険 者 均 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 2を 乗
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じ て得 た額  じ て得 た額  

イ  当 該年 度 分の 基礎 賦 課 額の 世帯

別 平 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 2を 乗 じ

て 得た 額  

イ  当 該 年 度 分 の 基 礎 賦 課 額 の 世 帯

別 平 等 割 の 保 険 料 率 に 1 0分 の 2を 乗 じ

て 得た 額  

2 （略）  2 （略）  

3  前 2項 の 規 定 は 、 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

賦 課額 の減 額につ いて 準用 する。この場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ るの は「 後期高 齢者 支援 金等 賦課額」

と 、 「 第 1 3条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の

は 「第 16条 の 6の 3又は 第 16の 6の 7」と、

「 580,000円」 とあ るの は「 190,000円」

と 、第 2項中「第 16条」とあ るの は「 第 1

6条 の 6の 6」と 読み 替え るも のと する。  

3  前 2項 の 規 定 は 、 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

賦 課額 の減 額につ いて 準用 する。この場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ るの は「 後期高 齢者 支援 金等 賦課額」

と 、 「 第 1 3条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の

は 「第 16条 の 6の 3又は 第 16の 6の 7」と、

「 610,000円」 とあ るの は「 190,000円」

と 、第 2項中「第 16条」とあ るの は「 第 1

6条 の 6の 6」と 読み 替え るも のと する。  

4 第 1項及 び第 2項 の規 定は 、介 護納 付金

賦 課額 の減 額につ いて 準用 する。この場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ るの は「 介護 納付金 賦課 額」と、「第

1 3条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の は 「 第 16

条 の 8」と 、「 580,000円 」と ある のは「 1

60,000円」と、第 2項中「第 16条 第 2項及

び 第 3項 」 と あ る の は 「 第 1 6条 の 1 1第 2

項 及び 第 3項」と 読み替 える もの とする 。 

4 第 1項及 び第 2項 の規 定は 、介 護納 付金

賦 課額 の減 額につ いて 準用 する。この場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ るの は「 介護 納付金 賦課 額」と、「第

1 3条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の は 「 第 16

条 の 8」と 、「 610,000円 」と ある のは「 1

60,000円」と、第 2項中「第 16条 第 2項及

び 第 3項 」 と あ る の は 「 第 1 6条 の 1 1第 2

項 及び 第 3項」と 読み替 える もの とする 。 

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 (施 行期日 ) 

1 この条 例は 、公 布の 日か ら施 行する 。

た だし 、第 16条の 6及び 第 20条の 改正規

定 は、 平成 31年 4月 1日 から 施行 する。  

(経 過措置 ) 

2 この条 例に よる 改正 後の 寒川 町国民 健

康 保険 条例 第 16条 の 6及 び第 20条 の規定

は 、平 成 31年 度以 後の年 度分 の保 険料に

つ いて 適用 し、平 成 30年 度分 まで の保険

料 につ いて は、な お従 前の 例に よる。  

 


